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１．設立年月日：昭和２４年６月

２．活動目的及び主な活動内容：

近代精神科医療のあるべき姿を明確にし、日本国民の精神保健の向上と精神疾患を

持つ人への適切な医療・福祉の提供、精神障害者の人権の擁護と社会復帰の促進を

図ることを目的として、私立の精神科病院によって当協会は設立された。昭和２９年に

社団法人登記、平成１３年には日本精神科病院協会に改称し、協会は大きく発展を遂

げ、現在では、会員病院の精神病床総数も全国の８５パーセント以上を占めるに至って

いる。日本精神科病院協会はこれまでに、精神科医療の発展、精神障害者の人権の

擁護と社会復帰の促進、国民の精神保健・医療福祉の向上などについて、広く日本国

民へ普及啓発活動を精力的に行うと同時に、厚生行政への積極的な提言を行い、精

神保健福祉法や精神保健福祉士の国家資格化など、関係法規の成立・改正に尽力し

てきた。平成２４年に社団法人から公益社団法人に移行した。

【主な活動内容】

・ 精神保健医療福祉に関する調査研究及び資料収集

・ 精神保健医療福祉従事者の人材育成及び教育研修

・ 精神保健医療福祉に関する普及及び啓発

３．会員数： １,１９６病院（令和元年７月時点）

会員が保有する障害者総合支援法関連施設数 ２,９８６施設

４．法人代表： 会長 山崎 學（サンピエール病院 理事長・院長）

公益社団法人日本精神科病院協会 概要
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障害福祉サービス等の利用者数は年々増加しており、平成３１年４月時において障害福祉サービ

ス利用者総数約８７．３万人中、精神障害者の利用者数は約２３．０万人であり、３割弱を占めてい

る。

また、精神障害者利用者数の直近１年間の伸び率は７．７％であり、身体障害者及び知的障害者

における伸び率を大きく上回っており、日本精神科病院協会の会員病院が保有する障害者総合支

援法に定める障害福祉サービス等施設数も全国で延べ３，０００弱に上っている。

こうした状況から、障害福祉サービス等は精神障害者の地域生活支援にとって必要不可欠な社会

資源であり、多くの当協会会員病院が医療との連携を模索しながら障害福祉サービス等の運営を通

して、精神障害者の地域生活支援に鋭意取り組んでいる。

精神障害者の特性として、その大半で疾病と障害が併存しており病状が障害の程度に強く影響

し、経過の動揺性が高く不安定であることが挙げられ、病状悪化時のみならず、精神障害者の地域

生活の安定維持と充実にこそ、精神科医療の関わりが不可欠である。

従って、精神障害者が障害福祉サービス等を利用するにあたっては、他の２障害とは異なり、福

祉の視点・意見のみならず医療の視点・意見が十分に反映される必要があり、これらが実行されて

初めて医療と障害福祉の連携が実現することとなり、障害福祉サービス等が精神障害者の地域生

活支援にとって真に必要な役割を果たし、真に必要不可欠な社会資源となるものと考える。

障害福祉サービス等の利用にあたり、医療・医学的視点からの意見や対応が、そのサービスや支

援に十分反映される制度設計となるよう望む。

日本精神科病院協会が考える障害福祉サービス等（総論）
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（概要）

平成２９年２月に「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書」において、精神
障害者が地域の一員として安心して生活できるよう、社会基盤の整備を進めるべく「精神障害にも
対応した地域包括ケアシステムの構築」が必要であることが示された。また、第５期障害福祉計画
及び現在審議中の次期計画においても、その成果目標に「精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築」が明記されている。
社会基盤の整備には、「精神障害者が心身の健康を維持・促進するための支援体制の整備」「緊
急時の支援体制の整備」「就労を含む社会参加に向けた支援体制の整備」が含まれている。
さらに精神障害者の大半は精神疾患が併存しており、その支援にあたっては精神科医療の視点
並びに関与が不可欠である。
以上の観点から、日本精神科病院協会として次期障害福祉サービス等報酬改定に対して、以下
の項目について要望する。

１．生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援Ａ型・就労継続支援
Ｂ型における「食事提供体制加算」の適用期限の延長

２．地域生活支援拠点に参画する共同生活援助における「緊急短期入所受入加算」
「定員超過特例加算」の新設

３．就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型における「福祉専門職配置等加算」の拡充

４．障害福祉サービスにおける「医師意見書」の活用方法と評価の見直し
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精神疾患・精神障害とリスク因子としての生活習慣病を始めとする慢性身体疾患との関係性については、多くの調査

研究等により報告されているところである。

特に統合失調症やうつ病では、症状や生活管理への困難さ等を背景に肥満を始めとする生活習慣病合併のリスク

が高く、それらは障害者のＱＯＬに多大な影響を与えるばかりでなく、近年では統合失調症患者の平均寿命が一般人

口や他の精神疾患患者と比べて短いことが多数報告されており、精神障害者の健康寿命の伸長のためには、精神症

状のコントロールのみならず、日々の栄養管理が重要な課題であると考えられる。

これらの裏付けとして、障害者総合支援法における医師意見書の記載事項には生活障害に関する評価項目として

「食事」が、並びに障害支援区分認定調査項目として「２－１食事」「２－６健康・栄養管理」が、他にも国民年金・厚生年

金保険の診断書と精神保健福祉手帳用診断書においても日常生活能力の判定尺度として「適切な食事」が取り入れ

られている。

これらを踏まえると、障害福祉サービス事業所における適切な食事提供は障害者の健康と健全な日常生活維持の

観点から重要な役割を果たしていることは論を俟たない。

一方、厚生労働省 平成３０年度障害者総合福祉推進事業「食事提供体制加算等に関する実態調査報告書」によれ

ば、食事提供にあたり、障害福祉サービス事業所においては多くの配慮に加えて、様々な困難に直面していることが

明らかになっている。

以上より、「食事提供体制加算」は障害者（障害福祉サービス利用者）の負担軽減や心身の健康維持・促進のみなら

ず、安全・適切な食事提供に係る障害福祉サービス事業所の人員・設備面の整備等にも資するものと考えられ、「食事

提供体制加算」の廃止は障害福祉サービス事業所の運営面からのみならず、障害者（障害福祉サービス利用者）の健

康維持・生活支援の観点からも問題である。【視点１】【視点２】

これらを勘案して、「食事提供体制加算」の適用期限の延長を要望する。

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

１．生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型
における「食事提供体制加算」の適用期限の延長
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

統合失調症と生活習慣病の割合
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

【出典】平成30年度障害者総合福祉推進事業「食事提供体制加算等に関する実態調査」
報告書（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社） 7



障害者の地域生活支援を進めるとともに、障害者の高齢化・重度化や親亡き後に備えて地域生活の安定化を図るた

めには、障害者の生活を地域全体で支える体制の構築が急務であり、地域生活支援拠点の整備及び機能強化につい

ては、引き続き第６期障害福祉計画の成果目標に明記されているところであるが、厚生労働省 令和元年度障害者総

合福祉推進事業「地域生活支援拠点等の整備に関する実態調査報告書」によれば、全国の整備状況は極めて不十分

である。

さらに、同報告書における令和元年１０月１日時点で「未整備」の市町村を対象とした、「備えるのが特に困難な拠点

機能」への回答としては「緊急時の受け入れ・対応」が最多であった。

障害福祉サービスの介護給付である短期入所では「緊急短期入所受入加算」「定員超過特例加算」の算定が可能だ

が、訓練等給付である共同生活援助においては地域生活支援拠点に参画する場合でも、短期入所における上記加算

に相当する報酬設定は何らなされていない。

障害福祉計画において体制整備が重点項目とされている地域生活支援拠点の確保・整備を着実に進めるためにも、

夜間休日を含む緊急時の受け入れ・対応に共同生活援助も積極的に関与する必要があり、加えて配置職員が精神障

害者の日常生活の状況を熟知している共同生活援助が、地域生活支援拠点の整備及び機能強化の過程で積極的に

役割を担うことは、地域生活支援拠点に求められる「緊急時の受け入れ・対応」以外の４つの機能への相乗効果も期

待でき、地域生活支援拠点に関わる、障害福祉サービス事業を始めとする様々な社会資源の適正な運用にもつなが

り、ひいては社会保障費の削減に資するものと考える。【視点１】【視点２】【視点３】

これらを勘案して、地域生活支援拠点に参画する共同生活援助については短期入所と同様に「緊急短期入所受入

加算」「定員超過特例加算」を新設するよう要望する。

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

２．地域生活支援拠点に参画する共同生活援助における
「緊急短期入所受入加算」「定員超過特例加算」の新設
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

【出典】令和元年度障害者総合福祉推進事業「地域生活支援拠点等の整備に関する実態調査」
報告書（みずほ情報総研株式会社）

9



平成３０年度 障害福祉サービス等報酬改定において、作業療法士の配置と一般就労への移行実績・職場定着実績

との相関性により、就労移行支援については「福祉専門職配置等加算」の対象専門職として作業療法士が認可され

た。

「就労率の向上」というアウトカム指標関連では、医療・生活・就労支援を多職種協働で実施する支援法や認知機能リ

ハビリテーションを提供するプログラムの優位性が多くの調査研究等により報告されている。

就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型においても、作業療法士はサービス導入時のアセスメント、作業生産性の向

上及び雇用主に対する精神障害特性の理解促進等、その専門性に基づく幅広い支援の提供が期待でき、リハビリ

テーション専門職として、上記の多職種協働による医療・生活・就労支援や認知機能リハビリテーションにおいても、そ

れらの中核としての役割は大きいと思われる。

一方、日本精神科病院協会の調査によれば、就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型における作業療法士の配置は

進んでおらず、さらに、就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型から一般就労への移行も極めて低調のまま推移している

ことが厚生労働省の調査から明らかになっている。

これらの知見や現状の課題を踏まえると、就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型においても作業療法士を積極的に

配置することにより、それぞれの就労継続支援事業所からの利用中断を防ぎ、一般就労への移行に向けて、事業所

の機能と支援の質の向上を更に図るべきと考える。

【視点１】【視点２】

加えて、一般就労への移行率向上により、就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型に係る公費支出の抑制にもつなが

る。 【視点３】

これらを勘案して、就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型における作業療法士の配置に対する評価として、両事業に

ついても作業療法士を「福祉専門職配置等加算」の対象専門職に加えることを要望する。

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

３．就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型における
「福祉専門職配置等加算」の拡充
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

【出典】障害福祉サービス等報酬改定検証調査（平成29年度調査）就労系障害福祉サービスに関する調査研究
（三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング株式会社（速報値）
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）
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現在、社会保障審議会障害者部会において、第６期障害福祉計画に係る成果目標及び活動指標について審議され
ており、次期計画の新たな成果目標として、「精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域での平均生活日数」
が示された。
精神障害者の特性として、その大半で疾病と障害が併存しており疾病の経過・状況（病状）が障害の程度に強く影響
し、経過の動揺性が高く不安定であることが挙げられる。
従って、次期計画の新たな成果目標の実効性を確保するためには、疾病の安定維持と再発予防が極めて重要であ
り、障害福祉制度の運用にあたっては、現状以上に精神科医療の視点と関与が求められるべきである。
しかしながら、現行の障害福祉制度においては「医師意見書」の活用は原則的に障害福祉サービスの介護給付サー
ビス受給の場合に限られており、共同生活援助や就労系サービスを始めとする訓練等給付サービス受給及び地域相
談支援・計画相談支援を利用する場合には殆ど活用されておらず、また記載内容の質にもバラツキがあり、「医師意見
書」活用については多くの課題がある。
訓練等給付サービスも多くの精神障害者が利用しており、中でも特に共同生活援助、就労系サービス及び地域相談
支援については精神科医療との連続性の観点から、福祉の視点・意見に偏向することなく、医療の視点・意見が十分
に反映される制度設計とする必要があり、この点は精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める上で
も極めて重要である。【視点１】【視点２】
また、今回提出する意見１．～３．についても「医師意見書」を活用し、医療・医学的視点からの意見をサービス・支援
に十分反映させることにより、サービス・支援の質の向上と適正な障害福祉制度の運用につながることが期待される。
【視点３】
以上より、「医師意見書」の記載に関する医療従事者への教育・啓発が不可欠な一方で、介護給付サービス受給に
際しての障害支援区分確定のみを目途とした、現行の「医師意見書」の活用方法と評価については見直しが必要と考
える。
これらを勘案して、精神科主治医がいる場合は障害支援区分確定の必要性の有無に関わらず、サービス利用計画
作成時及びモニタリング時（計画相談支援）に主治医による「医師意見書」作成を義務化し、その作成費用について障
害福祉制度上、新たに評価の対象とするよう要望する。

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

４．障害福祉サービスにおける「医師意見書」の活用方法と評価の見直し
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

：訓練等給付、地域相談支援及び計画相談支援利用者
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（参考資料） 公益社団法人 日本精神科病院協会
会員病院が保有している障害者総合支援法に定める施設数

障害者総合支援法に定める施設 施設数

居宅介護 99

重度障害者等包括支援 1

短期入所 116

生活介護 29

生活訓練 114

宿泊型自立訓練 122

就労移行支援 85

就労継続支援 A型 19

就労継続支援 B型 225

共同生活援助 包括型 681

共同生活援助 委託型 616

自立生活援助 16

移動支援 23

地域活動支援センター 196

福祉ホーム 21

指定特定相談支援事業 344

指定一般相談支援事業 271

相談支援 8

計 2,986

出典：日本精神科病院協会 令和元年度名簿調査
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